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　野生生物保護法制定をめざす全国ネットワークが設立されてからあっという間に７年がたちました。

鳥獣保護法の改正についての国会論議では、付帯決議は付いたものの、政府原案どおりに国会を通過し

ました。その後改正に伴う鳥獣保護事業計画の基本指針の作成に向けての３つのワーキンググループが

立ち上げられ、ネットワークからは、草刈世話人、古南世話人、吉田世話人が委員となって私たちの主

張を訴えました。

　その内容は次ページの経過報告と各テーマごとの論点をご参照ください。

　基本指針案は10月16日の中央環境審議会野生生物部会小委員会において作成され、現在はパブリック

コメントの募集中です。皆様の積極的な意見提出を期待したいところです。

　今回は本来ならば1999年改正の見直し、2002年に約束された抜本改正の約束がどのように果たされた

のかを問う重要な改正論議のはずでしたが、実際は農林業被害対策にいかに対処するかという小手先の

改正に終始しました。

　確かに被害現場の深刻さを無視するわけにはいかないわけですし、現場でどのように解決できるかと

いうことは焦眉の課題ではありましょうが、一方でさまざまな専門家から指摘を受けているように、同

法の成り立ち時とは劇的に変化をとげている国土の利用や生活環境変化などを考えれば、環境省に求め

られるものはもっと長期的な視点を持ってどのような施策を目指すかということです。それがなければ、

だれにとってもただただ欲求不満が募るだけ、という結果になるのではないでしょうか。

　私たちは、1999年、2002年を経て、鳥獣保護行政の抱える問題の抜本的な解決をめざして提言集を作

成し、行政、議員を含むさまざまなところへの働きかけを行ってきました。この成果というものはまだ

具体化されていないことは確かですが、方向性としては関係者に意識され始めてきているという感覚は

あります。

　対立点もなかなか明確に出し切れない今回改正で、今後の活動もやりにくいものを抱えていますが、

一方では鳥獣保護法論議の中で、私たちがめざしている野生生物を包括的に保護する法制度の必要性が

明らかにされてきています。

　今後は、来年に見直しを予定されている生物多様性国家戦略を契機に、生物多様性保全のための野生

生物保護基本法を実現するために更なる活動を重ねていく予定です。

　皆様のご支援を心からお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネットワーク世話人一同　
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特定計画ワーキンググループ
環境省人材育成ワーキンググループの検討結果
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参議院 環境委員会　平成18年04月27日　質疑

参議院 環境委員会　平成18年05月08日 参考人
招致

参議院 環境委員会　平成18年05月09日　質疑と
採決

衆議院 環境委員会平成18年06月06日 参考人招
致の後、質疑・採決

2006年鳥獣保護法　国会審議の記録　　

道家哲平（日本自然保護協会・保護研究部）　
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環境省鳥獣保護事業ワーキンググループの検討結果

世話人　草刈　秀紀　
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○ 要保護管理種に関する広域的分布を把握する

○ 特定計画の技術マニュアルを定期的に改訂

　する

特定計画ワーキンググループ

日本野鳥の会自然保護室　古南幸弘　
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○ 各都道府県の特定計画のレビューを行う

○ 普及啓発教育

○ 生息環境管理、被害防除に関する政策的枠組

みづくり

○ 特定計画のインセンティブを設定する
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環境省人材育成ワーキンググループの検討結果

世話人　吉田正人　
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ワナ問題

■トラバサミ等の規制

■トラバサミは狩猟では禁止

■人材と資金の投入を

2006年鳥獣保護法改正
ワナ：規制強化か規制緩和か

野上ふさ子（地球生物会議　ALIVE）　
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■鳥獣基本指針に意見を

捕獲個体の商業利用について

野上ふさ子（地球生物会議ALIVE）　

● シカ

● ニホンザル
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● クマ
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＜背景＞

＜国会での議論＞

海生哺乳類の適用除外について

イルカ＆クジラ・アクション・ネットワーク　倉澤七生
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＜商業利用の深刻な問題点＞
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事務局からのお知らせ

会員、参加者の皆様へ

野生生物保護法制定をめざす全国ネットワークは、1998年に「鳥獣保護法改正」を考える

ネットワークとして発足し、2002年に現在の名称に改称しました。趣旨に賛同し、年会

費3000円をお支払いくださった皆様には、ニュースレターを送付するほか、メーリング

リストへの登録により情報の交換をおこなっています。

ネットワークの意思決定は世話人会で行い、会報作成、発送作業、メール、メーリング

リストの管理、ホームページの更新、会計その他事務の多くはそれぞれの世話人の分担

で行われています。

そのせいもあって、なかなかすみやかに参加者の皆様にニュース等のお知らせができな

い状態が続いており、申し訳なく思っております。

これに対処するため、さる10月11日の世話人会議で、以下のような方針を話しあいまし

た。

◎ニュースレターや連絡を紙に印刷して発送するのはコスト面、作業量からみて多くの

労力を要するため、容易に発行できない。　今後は、できるだけメールを用いて、

ニュースを送るようにきりかえていく。

◎この数年間、会員へのフィードバックがなかなかできなかったことを反省し、ホーム

ページの更新を進めること、ブログなども導入して、私達が活動していることをできる

だけ伝えるとともに情報交換の場を拡げていく。

＜アドレス登録のお願い＞

◎ニュースをメールで受信できる方は、その旨を以下のアドレスに、メールにてお知ら

せください。

    ネットの代表メールアドレス：jimu@wlaw-net.net

どうしても紙媒体で送ってほしいという方は、コピーをして郵送することになりますが

その場合は遅延やすべてのニュースをお送りすることができないことをご了承くださ

い。

◎アドレスの変更、廃止等ございましたら、速やかにご連絡ください。



（14）���������� 野生生物法ネットニュース  NO.14   2006.10.23

◆ ネットワークの連絡体制

会員には、適宜ニュースレターをお送りするほか、電子メールまたはファックスによる情報提供をい

たします。

e-mail：jimu@wlaw-net.net　　まで、以下を記入して申し込んでください。

subscribe wildlife-law < 貴方のメールアドレス >　 end　／　住所、氏名、電話、ファックス

○メーリングリストに加わりませんか？より迅速にニュースやお知らせが届きます。

◇ 入会のご案内 ◇

年会費 〈※7月（創立時）から1年間〉   ◎ 個人￥3,000円／1口    ◎ 団体￥6,000円／1口

○ 振込先  （郵便局）　 振替口座　00100－1－140878

　　　　 　加入者　　野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク

　　　　    ※通信欄に　 住所・氏名　 職業　 団体名　 Ｅメール

　　   ※団体申し込みの場合は、代表者・担当者名もお忘れなく。

野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク

………………………………………………………………………………………………………………

事務局：〒176-0012東京都 練馬区豊玉北5-15-12
e-mail：jimu@wlaw-net.net
 HP http://www.asahi-net.or.jp/̃zb4h-kskr/wildlife/

○ 私が事務局を引き受けてからはや７年が経過しました。このたび、やっとお役目を終了させて

いただけることになり、事務処理は世話人で分担することになりました。

気持ちがはやる割にはなかなかうまく前に進めることができず、皆さんに歯がゆい思いをさせて

きたことを本当に申し訳なく思っております。これからは、世話人の一人としてできることはし

ていくつもりですのでよろしくお願いします。

○ 1998年、99年に活動してきた鳥獣保護法を考えるネットワークの預金残高が17万あることが

わかりました。一部は、報告集作成のためにお支払いいただいたものですが、情報そのものが当

時とは変わってきており、冊子を作る当初の計画も今となってはあまり役に立つものとはいえな

い状態です。野生法ネットの会計に繰り入れ、今後の活動資金の一部にしていきたいと考えてお

ります。あしからずご了承ください。

なお、もし返金を希望される方はその旨お申し出いただければお返ししますのでよろしくお願い

します。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局・倉澤七生


